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場
合
に
、
１
０
０
万
円
(
飲
食
店

を
営
ん
で
い
る
場
合
は
費
用
の
２

／
３
、
そ
れ
以
外
は
１
／
２
)
を

上
限
と
し
て
助
成
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
の
で
、
活
用

く
だ
さ
い
。
詳
細
は

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
確

認
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
書
類
提
出
期
限
／
令
和
６

年
１
月
３１
日
㈬

　

秋
田
労
働
局
労
働
基
準
部
健
康

安
全
課
☎
０
１
８
・
８
６
２
・
６

６
８
３

　

ま
も
な
く
海
水
浴
シ
ー
ズ
ン
到

来
で
す
が
、
毎
年
海
難
事
故
が
多

発
す
る
時
季
で
も
あ
り
ま
す
。
海

水
浴
を
楽
し
む
た
め
に
、
次
の
９

つ
の
約
束
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
開
設
さ
れ
た
海
水
浴
場
で
泳
ご

　

う
！

▽
子
ど
も
か
ら
目
を
離
さ
な
い

　

で
！

▽
離
岸
流
に
気
を
つ
け
て
！

▽
気
象
海
象
に
注
意
！

▽
飲
酒
し
た
ら
泳
が
な
い
！

▽
大
き
な
揺
れ
を
感
じ
た
ら
迷
わ

　

ず
逃
げ
る
！

▽
グ
ル
ー
プ
で
行
動
し
よ
う
！

▽
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
は
し
っ

　

か
り
と
！

▽
休
憩
は
こ
ま
め
に
！

相
談
も
随
時
受
け
付
け
し
て
い
ま

す
の
で
、
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　

子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点

(
子
育
て
支
援
課
内
)
☎
３２
・
３

０
３
６

　

書
面
ま
た
は
ｅ―

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ

り
提
出
し
た
所
得
税
の
確
定
申
告

書
等
に
つ
い
て
、
パ
ソ
コ
ン
・
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
と
ｅ―

Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ

ト
(
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
、
Ｓ
Ｐ
版
)
を

使
っ
て
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
取

得
で
き
ま
す
(
手
数
料
は
か
か
り

ま
せ
ん
)
。

　

申
請
対
象
は
、
所
得
税
確
定

(
修
正
)
申
告
書
、
青
色
申
告
決

算
書
お
よ
び
収
支
内
訳
書
の
う
ち
、

直
近
３
年
分
(
令
和
２
年
分
以

降
)
で
す
。
詳
し

く
は
、
ｅ―

Ｔ
ａ

ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
く
だ
さ
い
。

　

本
荘
税
務
署
☎
２２
・
２
３
３
５

　

令
和
２
年
度
か
ら
原
則
屋
内
禁

煙
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

飲
食
店
等
を
営
む
中
小
企
業
事

業
主
が
、
健
康
増
進
法
で
定
め
る

既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
に
「
喫

煙
専
用
室
」
か
「
指
定
た
ば
こ
専

用
喫
煙
室
」
を
設
置
・
改
修
す
る

　

秋
田
海
上
保
安
部
☎
０
１
８
・

８
４
５
・
１
６
２
１

◆
満
点
カ
ー
ド
記
入
キ
ャ
ン
ペ
ー

　

ン期
間
中
満
点
ス
マ
イ
ル
カ
ー
ド

で
買
い
物
し
た
方
に
、
５
０
０
円

の
商
品
券
を
進
呈
し
ま
す
。

▼
期
間
／
７
月
２１
日
㈮
〜
８
月
３１

日
㈭

※
商
品
券
進
呈
に
は
カ
ー
ド
へ
の

　

名
前
等
の
記
入
が
条
件
で
す
。

※
商
品
券
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

◆
中
元
売
り
出
し
ポ
イ
ン
ト
５
倍

　

セ
ー
ル

▼
期
間
／
８
月
２
日
㈬
〜
８
月
４

日
㈮に

か
ほ
サ
ー
ビ
ス
店
会
☎
３６
・

３
５
０
７

通
行
止
め
へ
の
理
解
と
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
／
７
月
２３
日
㈰
・
１８
時
３０

分
〜
２１
時
▼
区
間
／
旧
北
都
銀
行

象
潟
支
店
・
フ
レ
ッ
ク
ス
ガ
ー
デ

ン
弐
番
館
〜
商
工
会
象
潟
支
所

祭
典
運
営
会
　

齋
藤
☎
４３
・
７

４
０
１

　

公
益
社
団
法
人
日
本
バ
ス
協
会

お
よ
び
各
都
道
府
県
バ
ス
協
会
で

は
、
７
月
中
の
１
カ
月
間
、
走
行

中
の
バ
ス
車
内
で
の
事
故
を
防
止

す
る
た
め
、
「
車
内
事
故
防
止

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

バ
ス
車
内
に
て
走
行
中
に
席
を

離
れ
る
と
、
転
倒
な
ど
思
わ
ぬ
け

が
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
バ

ス
か
ら
降
り
る
際
は
、
バ
ス
が
停

留
所
に
着
い
て
扉
が
開
い
て
か
ら

席
を
立
つ
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
バ
ス
は
安
全
運
転
に
徹

し
て
い
ま
す
が
、
や
む
を
得
ず
急

ブ
レ
ー
キ
を
掛
け
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
満
席
の
た
め
立
っ
て
乗
車

す
る
場
合
に
は
、
吊
革
や
握
り
棒

に
し
っ
か
り
つ
か
ま
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

公
益
社
団
法
人
秋
田
県
バ
ス
協

会
☎
０
１
８
・
８
６
３
・
５
３
４

９

　

令
和
５
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
を
お
知
ら
せ
す
る
通
知

書
を
、
７
月
１４
日
に
加
入
者
の
皆

さ
ん
に
送
付
し
ま
し
た
。
保
険
料

は
、
特
別
徴
収
(
年
金
か
ら
の
徴

収
)
と
普
通
徴
収
(
口
座
振
替
ま

た
は
納
付
書
に
よ
る
徴
収
)
の
方

が
い
ま
す
の
で
、
送
付
さ
れ
た
通

知
書
を
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
併
用
徴
収
と
記
載
さ
れ

て
い
る
方
は
特
別
徴
収
と
普
通
徴

収
が
年
度
内
に
切
り
替
わ
り
ま
す

の
で
注
意
く
だ
さ
い
。
な
お
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
で
通

知
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
税
務

課
市
民
国
保
税
班
に
連
絡
く
だ
さ

い
。

◆
保
険
料
の
納
付
方
法

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

料
は
、
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
納

め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

市
役
所
の
窓
口
で
申
請
す
る
こ
と

で
年
金
か
ら
の
徴
収
を
口
座
振
替

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１０
月
分
の
年
金
か
ら
変
更
で
き
ま

す
の
で
、
希
望
す
る
方
は
８
月
４

日
㈮
ま
で
に
税
務
課
市
民
国
保
税

班
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
こ
れ
ま
で
の
納
付
状
況
に
よ
り
、

　

変
更
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

　

す
。

◆
８
月
か
ら
保
険
証
が
新
し
く
な

　

り
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入

８
月
１
日
か
ら
使
用
す
る
福
祉

医
療
受
給
者
証
の
更
新
を
次
の
日

程
で
行
い
ま
す
。
該
当
す
る
方
に

は
更
新
手
続
き
の
案
内
を
送
付
し

ま
す
。
同
封
の
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
交
付
期
間
内

に
必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
交
付
対
象
者
／
福
祉
医
療
受
給

者
の
う
ち
受
給
者
証
の
有
効
期
間

が
「
令
和
５
年
７
月
３１
日
ま
で
」

と
な
っ
て
い
る
方
▼
交
付
期
間
／

７
月
２６
日
㈬
〜
２９
日
㈯
・
８
時
３０

分
〜
１９
時
(
２９
日
㈯
は
１７
時
ま

で
)
▼
交
付
会
場
／
市
役
所
各
庁

舎
(
住
所
地
の
庁
舎
)
▼
申
請
窓

口
／
▽
仁
賀
保
庁
舎
１
階
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
(
交
付
期
間
後

は
市
民
課
国
保
年
金
班
２
番
窓

口
)
▽
金
浦
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
▽
税
務
課
市
民
サ
ー
ビ
ス
班

市
民
課
国
保
年
金
班
☎
３２
・
３

０
３
２

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
７５
歳

以
上
の
方
全
員
が
加
入
す
る
医
療

保
険
制
度
で
す
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
決
定

　

通
知
書
の
送
付

者
の
皆
さ
ん
に
は
、
７
月
下
旬
に

新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
。

８
月
１
日
以
降
は
新
し
い
保
険
証

を
使
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
医
療

機
関
で
の
自
己
負
担
割
合
は
、
所

得
に
応
じ
て
１
割
、
２
割
ま
た
は

３
割
と
な
り
ま
す
の
で
保
険
証
を

確
認
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
方
に
は

窓
口
で
保
険
証
を
交
付
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◆「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

　

減
額
認
定
証
」
を
所
有
し
て
い

　

る
方
へ

　

現
在
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
で
、
今
年
度
も
引
き
続

き
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に
つ

い
て
は
、
８
月
１
日
か
ら
の
認
定

証
を
保
険
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま

す
。
ま
た
、
新
規
に
対
象
と
な
る

方
に
は
７
月
上
旬
に
申
請
書
を
送

付
し
ま
し
た
の
で
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

◆「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
所
有

　

し
て
い
る
方
へ

　

現
在
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
で
、
今
年
度
も
住
民
税

の
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上

の
被
保
険
者
と
、
そ
の
方
と
同
一

世
帯
に
い
る
被
保
険
者
の
方
に
つ

い
て
も
、
８
月
１
日
か
ら
の
認
定

証
を
保
険
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま

す
。
ま
た
、
新
規
に
対
象
と
な
る

方
に
は
７
月
上
旬
に
申
請
書
を
送

付
し
ま
し
た
の
で
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
保
険
証
の
受
け
取
り
に
は
注
意

　

く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
・
認
定
証
は
特
定
記
録

　

郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

▽
申
請
関
係
…
市
民
課
国
保
年

金
班
☎
３２
・
３
０
３
２
／
▽
保
険

料
関
係
…
税
務
課
市
民
国
保
税
班

☎
４３
・
７
５
０
５

　

無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
水

稲
病
害
虫
の
一
斉
防
除
(
薬
剤
散

布
)
を
行
い
ま
す
。
高
品
質
米
の

安
定
生
産
を
目
的
と
す
る
事
業
へ

の
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
散
布
予
定
日
／
▽
前
期
…
８
月

５
日
㈯
〜
８
月
８
日
㈫
▽
後
期
…

８
月
１６
日
㈬

※
詳
細
チ
ラ
シ
を
広
報
８
月
１
日

　

号
と
同
時
配
布
し
ま
す
。

農
林
水
産
課
☎
３８
・
４
３
０
３

　

令
和
４
年
１０
月
に
開
設
し
た
子

ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
で
は
、

未
就
園
児
が
い
る
家
庭
を
対
象
に

家
庭
訪
問
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

訪
問
は
、
拠
点
職
員
(
家
庭
児
童

相
談
員
・
子
ど
も
家
庭
支
援
員
)

が
行
い
ま
す
の
で
、
訪
問
の
際
は

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
子
育
て
全
般
に
関
す
る

みんなの掲示板
Bulletin board for all

みんなの掲示板
Bulletin board for all

申
告
書
等
情
報
取
得
サ
ー
ビ
ス

Inform
ation

秋
田
海
上
保
安
部
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
願
い

Inform
ation

公
共
機
関
か
ら

ｉ
information

未
就
園
児
家
庭
訪
問
事
業

Inform
ation

問

問

問問 問

問 問

問問

問

受
動
喫
煙
防
止
対
策
助
成
金

Inform
ation

光
岸
寺
延
命
地
蔵
尊
祭
典
と

　
　
　
　
　
　
　
　

交
通
規
制

Inform
ation

水
稲
病
害
虫
一
斉
防
除

　
　
　
　
　
　
　
　

Inform
ation

そ
の
他

ｉ
information

に
か
ほ
サ
ー
ビ
ス
店
会

　
　
　
　
　
　
　
　

各
種
案
内

Inform
ation

福
祉
医
療
受
給
者
証
の
更
新

Inform
ation

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
　
　
　

加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

Inform
ation

バ
ス
車
内
事
故
防
止
の
お
願
い

Inform
ation


